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1　音声言語と『小学校学習指導要領』

　言語は，音声を媒介とした音声言語と文字を媒介とし

た文字言語に大きく二分される．話したり，聞いたりす

る言語活動は，自己と相手との関係において，目的，場，

状況などを意識しながら進められる．

　我が国においては，長い間，文字言語が尊重され，音

声言語より価値の高いものと見なされてきたが，その風

潮は，様変わりしてきている．文字言語重視には，その

記録性の高さがあったと思われるが，音声言語も簡単に

記録できる現代社会においては，変容も首肯できるとこ

ろであろう．また，日常的な対人関係が，大部分音声言

語によってなされていることを考えると，当然のことと

も言えよう．

　52年版の学習指導要領では，「A表現」の中で，指導

事項が，文字言語，音声言語の1順に示されている．それ

が，平成元年版では逆の順に示され，10年版においては，

「A話すこと・聞くこと」の領域の指導事項が最初に位

置づけられているのは，世の中の流れを受けていると捉

えることができよう．

　この現状を考えると，小学校の研究テーマとして音声

言語が取り上げられることが多かったり，国語科の授業

の中で話すことや聞くことの学習に力が入れられている
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のは当然のことと言えよう．それにもかかわらず，音声

言語の指導がそれほど効果を上げられなかったり，難し

いと教師たちに敬遠されたりしがちなのは，以下のよう

な理由によるのではないかと考えられる．

・学習内容があまり明確ではない．

　　指導要領では，音声言語が学年目標にも指導事項

　にも取り上げられているが，22年版や26年版と比較

　すると，かなり抽象的であると同時に，示されてい

　ることだけを指導すれば効果が上がるとは考えにく

　い．

・学習したという実感が確実に得られにくい．

　　音声言語は一過性のものでありすぐに消えてしまう

　ので，見えにくく，成果や進歩を感じ取ることが難し

　い．

・音声言語の学習材が確立していない．

　　教科書は，文字言語（活字）で構成されているので，

　音声の学習を提示するには本質的に適していないと考

　えられる．

・評価の方法も確立していない．

　　前述したように，一過性であるので文字言語のよ

　うには残りにくいとともに，どの話し方を良しとす

　るかは，指導者の主観による部分が大きい．

　以上のような教育現場からの難しさに加え，日本人の

国民性やものの見方，考え方からの難しさも上げること

ができる．
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・積極的にものを言うことを評価しない国民性．

　　「もの言えば唇寒し秋の風」「不言実行」「巧言令色

　鮮　仁」などの言葉があるように，多弁であることが

　嫌われる風潮が長い間続いていた．

・話し言葉は，家庭生活や社会生活のなかで自然習得し

　ていくという先入観．

・話し言葉は，話し手自身の人柄そのものであるという

　ものの見方．

　　話し言葉にっいて言及することは，その人の人格に

　っいて言及することになるという考え方は，現在でも

　根強く残っているように思われる．

　このような困難さをもっている音声言語であるが，小

学校教育では，国語科のみならず，すべての機会と場を

とらえて指導していかなければならないことは論を待た

ない．

H　音声言語の学年目標の変遷

1　領域の構成の変遷

22年版（試案）

　話しかた　作文　読みかた　書きかた

26年版（試案）

　聞くこと　話すこと　読むこと　書くこと（作文）

　書くこと（書き方）

33年版

　聞くこと，話すこと　読むこと　書くこと

43年版

　A聞くこと，話すこと　B読むこと　C書くこと

52年版

　〔言語事項〕　A表現　B理解

元年版

　A表現　B理解　〔言語事項〕

10年版

　A話すこと・聞くこと　B書くこと

　C読むこと　〔言語事項〕

　22年版の試案の時代から，音声言語が領域として位置

づけられていたことが分かる．だが，個々の指導要領の

領域をさらに詳細に比較すると，以下のようなことが見

えてくる．

　22年版では，「話しかた」のみであり，聞き方がない

ことが，以降の指導要領と異なっている．「話しかた」

の中に聞きかたの指導も含まれているが，重点を話しか

たに置いていることは明らかである．「話すこと」とい

う表し方が，活動に重点を置いているのに対して，「話

しかた」という表し方が，方法や技能に重点を置いた表

現であることも異なっている．

　また，26年版，33年版，43年版では，常に，「聞くこと」

「話すこと」の順であったのが，52年版からは逆転して

いる．活動ごとに領域を構成している10年版を見ると，

一目瞭然である．52年版と元年版は，ともに「A表現

B理解」となっており，おなじような構成に見えるが！

領域内での音声言語の位置づけが変わっている．52年版

では，学年目標も指導事項も，文字言語，音声言語の順

に示してあったのが，元年版では完全に逆の順に示して

ある．

　どのような順に示すかは，大きな意味がないようにも

捉えられるが，『指導書』1）には，改訂の基本的な方針

として次のような記述がある．

（1）　話すこと・聞くことの指導の重視

　「表現」，「理解」及び〔言語事項〕を通して，話すこと・

聞くことに関する指導事項を明確に示した，

　また，元年版の指導要領作成協力者と文部省の教科調

査官の共著による，『改訂小学校教育課程講座　国語』2）

には，次のような記述がある．

（2）　新学習指導要領の「聞くこと」の指導

　前述したような点をふまえて，教育課程審議会の答申

の「改善の具体的事項」の中では，「聞くこと」の指導

について，次のように述べられている．

　「聞くことに関する指導を重視するとともに文章の叙

述に即して内容を正確に読み取る能力を育てるために，

内容の示し方を改める．」この答申を受けて，学習指導

要領では，次のような改善がなされている．

　・「聞くこと」に関する指導事項を，「理解」の指導

　　事項の最初の部分に位置付ける，

　・52年版では1系列であった事項を，「正確な聞き取

　　り」と「主体的な聞き取り゜」の2系列に増やす．

　これらの記述と指導要領における，音声言語の示され

ている位置から，小学校の国語科の中で，重要な学習内

容と考えられてきていることは明白である．

2　音声言語の学年目標の項目数の変遷

　それぞれの年度の学習指導要領の学年目標の数と，そ

の中に占める音声言語に関する目標の数を，6学年を例

に示してみよう．

22年版（試案）　項目無し

26年版（試案）　項目無し
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33年版

43年版

52年版

元年版

10年版

9項目中の3項目

4項目中の1項目

2項目中の2項目

小学校学習指導要領の国語科の目標の変遷1∬

　以上のように列記してみると，

の項目数が少なくなっていることが分かる．

習指導要領の大綱化の流れと一致している．

案は，小中一緒に提示されてはいるが，

及ぶ分量があり，

大なものになってしまう．

ることと比較すると，

たことが明白である．

　また，学年目標の項目数は，「内容」の構成との関係

が深い．43年版以降は，1領域1目標となっている．た

だ，例外として，43年版にだけ，「書写」に関する目標

が各学年に設定されている．52年版以降は，〔言語事項〕

が「内容」に入ってきているが，それに関する目標は設

定されていない．

　なお，33年版は，下学年が10項目中の3項目が音声言

語の目標であり，上学年が9項目中の3項目が音声言語

の目標という構成になっている．

3　音声言語の学年目標の変遷

　それぞれの学習指導要領で，音声言語の学年目標はど

のような内容で提示されているのであろうか，第6学年

を例に考察してみよう．

22年版（試案）　音声言語の学年目標の提示無し

26年版（試案）　同上

33年版

　（1）聞くこと話すことによって生活を高め充実してい

　　　くようにする．

　（2）判断しながら聞くことができるようにする．

　（3）効果的に話すことができるようにする．

43年版

　（1）目的に応じて，効果的に聞いたり話したりするこ

　　　とができるようにする．

52年版

　（1）表現しようとする目的や内容にふさわしい（文章

　　　を書いたり），話をしたりすることができるよう

　　　にするとともに，的確で効果的な表現をしようと

（「表現」「理解」の目標の一部分）

2項目中の2項目

（「表現」「理解」の目標の一部分）

3項目中の1項目（5，6年共通）

　　　　　　　43年版以降，学年目標

　　　　　　　　　　　　これは，学

　　　　　　　　　　　　26年版の試

　　　　　　　　　　　391ページにも

　これに学年目標が加わっていたら，膨

　　　　10年版が，僅か20ページであ

　　大綱化の方向が重要な課題であっ

　　　する態度を育てる．

　（2）（読む目的や文章の種類，形態などに応じた適切

　　　な読み方で文章を読んだり，）目的に応じて効果

　　　的に話を聞いたりすることができるようにすると

　　　ともに，（適切な読み物を選んで読む習慣をっけ

　　　る．）

元年版

　（1）目的や意図に応じた表現をするたあ，全体を見通

　　　して適切に話したり，（組み立ての効果を考えて

　　　文章を書いたり）することができるようにすると

　　　ともに，適切で効果的な表現をしようとする態度

　　　を育てる．

　（2）目的に応じて効果的に話を聞いたり，（目的や文

　　　章の種類などに応じて正確な読み方で文章を読ん

　　　だりすることができるようにするとともに，適切

　　　な読み物を選んで読む習慣をっける．）

10年版

　（1）目的や意図に応じ，考えた事や伝えたい事などを

　　　的確に話すことや相手の意図をっかみながら聞く

　　　ことができるようにするとともに，計画的に話し

　　　合おうとする態度を育てる．

　話すこと，聞くことに分けて，それぞれの指導要領の

キーワードを取り出してみよう．

〈話すこと＞

33年版　生活を高め充実　効果的

43年版

52年版

元年版

10年版

　33年版の指導要領全体が，

あったが，

る．「効果的」という文言は，

れきたが，

である．

と使い分けられているが，

るかは，

　また，

れているが，小学生にとってかなり高度な能力であるこ

とは否めないであろう．10年版には，「考えた事や伝え

たい事」とあり，話す内容に言及していることが目を引

目的　効果的

目的や内容にふさわしい

的確で効果的な表現をしようとする態度

目的や意図　適切

適切で効果的な表現をしようとする態度

目的や意図　考えた事や伝えたい事　的確

　　　　　　　　　生活を高めるという意識が

　それが，国語科にも反映していることが分か

　　　　　　　　　33年版より続けて用いら

　10年版だけに用いられていないのが，特徴的

52年版，元年版，10年版と，的確→適切→的確

　　　　　　　　どれほどの吟味がなされてい

疑問の残るところである．

元年版，10年版と「意図」という文言が用いら
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く．52年版より，態度にっいても書かれているが，これ

は，社会的な流れが，態度を大事な能力と見なすように

なってきたことと無縁ではないとともに，当然のことと

言えよう．

＜聞くこと＞

33年版　生活を高め充実　判断

43年版　目的　効果的

52年版　目的　効果的

元年版　目的　効果的

10年版　相手の意図をっかみ

　33年版に，生活を高めることが位置づけられているの

は，話すことと同様である．話すことに比べると，あま

り変化が見られないのが特徴と言えよう．その中で，10

年版の「相手の意図」という文言が，目を引く．大人の

世界では，話している表面的な内容と別なところに意図

のあることも多いが，子どもの世界では，両者のずれは

あまり考えられない．そのように考えると，話している

内容を理解することができれば十分であるとも言えよう．

＜話し合い＞

10年版　計画的に話し合おうとする態度

　話し合いは，10年版に初めて提示されている．話すこ

とと聞くことの両方に関わる目標と捉えることができる．

　その他，全般的なこととしては，「話すこと，聞くこ

と」「書くこと」「読むこと」という活動の領域で「内容」

の示されている，33年版，43年版，10年版は，それに対

応して学年目標も提示されている．それに対して，「表

現」「理解」という領域で「内容」が示されている，52

年版，元年版は，表現の目標の中に話すこと，理解の目

標の中に聞くことを示すという形になっている．

　10年版は，学年目標と内容が，「話すこと・聞くこと」

「書くこと」「読むこと」という活動の領域で示してある

のに，全体目標が「表現」「理解」で提示してあるのは，

整合性が問題にされるところである．

皿　10年版の音声言語の学年目標と分析

1　10年版の音声言語の学年目標

第1学年及び第2学年

　（1）相手に応じ，経験した事などについて，事柄の1順

　　序を考えながら話すことや大事な事を落とさないよ

　　うに聞くことができるようにするとともに，話し合

　　おうとする態度を育てる．

第3学年及び第4学年

　（1）相手や目的に応じ，調べた事などにっいて，筋道

　　を立てて話すことや話の中心に気を付けて聞くこと

　　ができるようにするとともに，進んで話し合おうと

　　する態度を育てる．

第5学年及び第6学年

　（1）目的や意図に応じ，考えた事や伝えたい事などを

　　的確に話すことや相手の意図をっかみながら聞くこ

　　とができるようにするとともに，計画的に話し合お

　　うとする態度を育てる．

2　学年目標の分析

　これらの学年目標にっいて，『解説』3）では以下のよ

うに述べている．

　　（1）の「話すこと・聞くこと」の目標では，前段に

　話すことの指導の目標，中段に聞くことの指導の目標，

　そして後段に話し合いの態度に関する指導の目標が示

　されている．

　　その内容は，相手や目的，意図に応じ，筋道を立て

　て話したり，相手の話の中心や意図を聞き取ったりす

　る能力の育成を重視した目標が示されている．

　この解説も参考にして，学年目標を分析してみよう．

〈話すこと〉

＊相手意識

　・相手に応じ（1，2年）

　・相手に応じ（3，4年）

＊目的意識

　・目的に応じ（3，4年）

　・目的や意図に応じ（5，6年）

＊話材

　・経験した事など（1，2年）

　・調べた事など（3，4年）

　・考えた事や伝えたい事（5，6年）

＊技能

　・事柄の順序を考えながら話す（1，2年）

　・筋道を立てて話す（3，4年）

　・的確に話す（5，6年）

　今回の改訂では，表現においては相手意識，目的意識

を大事にしたと言われている．相手や目的のない表現は，

一般的には成立しないのであるから当然のことと言えよ

う．そのような基本的な方針がありながら，高学年に相

手意識，低学年に目的意識が欠落しているのは納得でき

ない点である．

　また，何にっいて話すかという話材にっいては，「経
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験した事」「調べた事」「考えた事や伝えたい事」と上げ

られている．一見すると，学年の発達段階が押さえられ

ているようであるが，その内容を分析的に検討すると安

易には肯定することはできない．経験した事や調べた事

は具体的な内容であるが，考えた事や伝えたい事は抽象

的な内容であること．経験した事や調べた事も，考えた

事であり，伝えたい事であること．考えた事や伝えたい

事のもとになるのは，経験した事や調べた事であること．

このような視点で見ると，並列には並ばない内容を上げ

ていることが明白である．文型から見ても，低・中学年

が「一一一などについて，」となっているのに対して，

高学年が「一一一などを」となっており，不統一である．

　育てたい技能として，「順序」（低学年），「筋道」（中学

年），「的確」（高学年）と上げているのは妥当のような気

もするが，それぞれの学年で最も重視しなければならな

い能力であるか否かは，今後の実践と研究を待たなけれ

ばならないであろう．

〈聞くこと〉

＊技能

　・大事なことを落とさないように聞く（1，2年）

　・話の中心に気を付けて聞く（3，4年）

　・相手の意図をっかみながら聞く（5，6年）

　低。中学年は，発達段階に合った能力を上げていると

思われる．高学年にある意図は，どのように押さえたら

よいのであろうか．敢えて意図を考えなければならない

のは，話している内容と心の奥にあるものが異なる場合

である．小学生の日常的な会話では，話の内容を捉える

ことが，意図をっかむことにもなるのではないだろうか．

　『解説』4）には，次のように述べられている．

　　また，聞き手にとっては，「相手の意図をっかみな

　がら聞く」という能力を育成することが大切である．

　話し手の思いや願いを考え，工夫された効果的な組立

　てや適切な言葉遣いの中から，話し手の意図をっかみ

　ながら聞くことにより，的確な伝達や豊かな思いの共

　有が可能となる．

　　意図をどのように捉えるかの的確な叙述がないので

　判断しにくいが，何らかの形で明らかにする必要があ

　るであろう．

〈話し合い〉

＊態度

　・話し合おうとする態度（1，2年）

　・進んで話し合おうとする態度（3，4年）

　・計画的に話し合おうとする態度（5，6年）

　話し合いの系列は，10年版の指導要領で初めて位置づ

けられたものである．「話し合おうとする態度」に係る

言葉が，低学年には無く，中学年が「進んで」，高学年

が「計画的に」となっている．一読してすぐに分かるよ

うに不統一である．中学年には意欲に関わる言葉があり，

高学年には技能や能力に関わる言葉が上げられている．

検討されなければならない事柄である．

IV　音声言語と基礎学力

1　今，なぜ基礎学力か

　『小学校学習指導要領の国語科の目標の変遷11』5）で

論じたような流れの中で，文部科学省は，様々な機会に

基礎学力の重視を打ち出している．

　「二十一世紀教育新生プラン」6）でも，七っの重点戦

略の最初に，①わかる授業で基礎学力の向上を図る．

（IT授業　二十人が可能となる教室一新世代型学習空間一

の整備　全国的な学力調査の実施）を位置づけている，

　また，「学びのすすめ」7）でも，（①基礎・基本一小人

数授業・習熟度別指導　⑤確かな学力向上一特色ある学

校づくり）と二項目に位置づけている．

　これは，日本の教育界の特徴とも言える，ゆとりか充

実か，教科か総合的な学習か，基礎学力か個性かのよう

な二項対立の流れの中で，現在の教育界では基礎学力に

目が向けられているということであろう．

2　「話すこと」と基礎学力

　①教育という視点からの話す力

　表現力を育てるということは，自己の確立した人間を

育てることであるという見方もできる．当然のことなが

ら，話すことも，その一翼を担っていることになる．

　自己確立した人間とは，他人に振り回されることなく

自分の考えをしっかりともち，その考えを的確に表現す

ることができ，表現したことに責任をもっことのできる

人間である．

　三番目のことは忘れられがちであるが，最も大事な要

件とも言えよう．話し上手で相手を説得するが，自分の

言ったことに責任をもたない．自己主張が強く相手を論

破するが，人の気持ちは全く考えない．このような話し

手は，国語科教育の目標とする話す力のある人間像では

ない．

　換言するならば，国語科教育としの話す力は，人間と

してのトータルで捉えなければならないということであ

（95）



大越　和孝

る．したがって，話す力としての基礎学力も，このよう

な方向と立場で考えられなければならないということに

なる，

　②「話すこと」と基礎学力

　学習指導要領の学年目標と指導事項（◆）を分析し，

それに対応する基礎学力（①～⑩）を上げてみよう．

〈学習指導要領に対応する中学年の基礎学力＞8）

◆進んで話し合う．　　　　　　（学年目標・指導事項）

　①話し合いに仲間入りできる力

　②自然な態度で話し合える力

◆相手や目的に応じて，適切な言葉遣いで話す．

　　　　　　　　　　　　　　（学年目標・指導事項）

　③相手の立場や気持ちを考えて話すことのできる力

　④目的を考えて話すことのできる力

　⑤場に適した言葉遣いや声の大きさを考えて話すこと

　　のできる力

◆伝えたい事を選んで話す．　　　　　　　（指導事項）

　⑥話題や題材を選んで話すことのできる力

◆筋道を立てて話す．　　　　（学年目標・指導事項）

　⑦話の中心点が分かるように話すことのできる力

　⑧要点や区切りを考えて明快に話すことのできる力

　⑨メモをもとに順序よく話す力

◆相違点や共通点を考えて話す．　　　　（指導事項）

　⑩相手の話の内容を受けて，自分の考えをまとめて話

　　すことのできる力

　基礎学力としの話す力を考える時，三っの方向からの

指導が必要になつてくる．

　第一に，自分の話したことに責任をもっという態度や

能力である．

　スピーチをしたり，グループの代表として報告をした

りすることが事前に分かっているならば，十分な準備を

しておくのは当然のことである，また，自分の言ったこ

とが聞き手にどのように受け止められているかを感じ取

れなければならない．さらに，相手の気持ちを思いやっ

て話す能力や態度も必要である．話し手としての人間性

や感性に関わる部分であり，基礎学力の①②③④の項目

が，この能力との関係が深いと押さえることができる．

　第二に，よい話題や話材を探したり，選んだりし，こ

れらを的確に組み立てて話すことのできる能力である．

　興味ある内容でありながら，上手に伝わらないという

のは，聞き手としても話し手としても，日常的に経験す

るところである．話す内容や構成に関わる部分であり，

基礎学力の⑥⑦⑧⑨⑩の項目が，この能力との関係が深

いと押さえることができる．

　第三に，分かりやすいはっきりとした声で話したり，

場に合った声の大きさや速さで話したり，その場にふさ

わしい言葉遣いで話したりすることのできる能力である．

　表情豊かに話したり，身振りや手振りを取り入れて効

果的に話す力も含まれてくる．話し手としての対応力に

関わる部分であり，基礎学力の④⑤の項目が，この能力

との関係が深いと押さえることができる．

　話し言葉は，話されたと同時に消えて行く一過性のも

のであるという特性や，教師の話し方が子どもたちの日

常的な言語環境であるということに留意しながら，三っ

の方向から総合的，多面的に指導していくことが望まれ

る．

3　「聞くこと」と基礎学力

　①「聞くこと」の指導の原則

　平成元年版の学習指導要領の国語科の全体目標には，

「国語を正確に理解し適切に表現する能力」とあった．

それが，10年版では，「国語を適切に表現し正確に理解

する能力」と改訂されている，表現力の重視と教科の全

体目標との整合性の観点から，「内容」も「聞くこと・

話すこと」から「話すこと・聞くこと」に変更されてい

る．

　けれども，音声言語の出発点は「聞くこと」であると

考える人も多く，この変更には批判的な意見もある．い

ずれにせよ，聞き手がいないのに話されることはほとん

どあり得ないことであるし，話し手がいないのに聞くこ

とはできない．このことは，話す活動と聞く活動は，同

時に成立するのであり，一体化して指導することが効果

的であることを表している．これが，音声言語の指導の

原則の一っである．

　また，子どもたちは，毎日の生活を国語（日本語）で

行っている．この日常生活の中でも，音声言語の学習は

なされている．たとえば，家庭生活において誤った言葉

の使い方をした時に，母親から注意されるような場合が

そうである．音声言語の学習は，国語科の授業の中だけ

でなされるものではないことも原則の一っである．

　学校生活全般の中でも，音声言語の学習はなされてい

る．例えば，社会科の時間に，教師の話を正確に聞き取

らずに誤った活動をすれば訂正される．算数の時間に，

声が小さくて発表が聞こえなければ，もう一度言い直す
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ことを促される．

　当然のことながら，音声言語の学習は，国語科の授業

の中でもなされなければならない．家庭生活や他の学習

活動との大きな違いは，必然か偶然かである．学校生活

の中で，友達の発言を集中して聞いていなくて注意され

るのは，偶然の機会を捉えてなされたものである．それ

に対して，国語科では，必然的，計画的，体系的，系統

的になされるものである．だから，時には，聞くことの

技能だけを取り出して学習することも行われる．

　っまり，話すことや聞くことの学習は，国語科の中で

は勿論のこと，学校生活のあらゆる機会と場の中でなさ

れているし，なされなければならないということになる．

　②「聞くこと」と基礎学力

　学習指導要領の学年目標と指導事項（◆）を分析し，

それに対する基礎学力（①～⑩）を上げてみよう．

＜学習指導要領に対応する中学年の基礎学力＞9）

◆進んで話し合う．　　　　　　（学年目標・指導事項）

　①私語，姿勢に気をっけて聞くことのできる力

　②話し手を尊重して聞くことのできる力

　③新しいことを知るために聞く力

◆話の中心に気を付けて聞く．　（学年目標・指導事項）

　④話の要点をまとめながら聞くことのできる力

　⑤話し手の最も言いたいことを聞くことのできる力

　⑥大事な点をメモしながら聞くことのできる力

◆相違点や共通点を考えながら聞く．　　（指導事項）

　⑦自分の経験と比べながら聞くことのできる力

　⑧疑問点や問題点をとらえながら聞くことのできる力

◆聞いて自分の感想をまとめる，　　　　　（指導事項）

　⑨話を聞いて感想や意見をもっことのできる力

　⑩話し手の目的や立場を考えて聞くことのできる力

　10年版の学習指導要領から，中学年の学年目標と指導

事項を取り出してみると，「聞くこと」の基礎・基本と

して四っの事柄が設定されていることが見えてくる．

　これらに対応するであろう基礎学力を，これまでの学

習指導要領も参考にして取り出してみた．これらの他に

も，中学年で身にっけさせたい基礎学力を上げることは

できるが，ぎりぎりに焦点化してみた．

　当然のことながら，聞くことの基礎学力を異なった観

点から設定することもできる．

　その一つとして，元年版の学習指導要領の基本をなし

ていた，「正確に聞く力」と「主体的に聞く力」に分け

る観点がある．前述した①から⑩までの基礎学力の④⑥

は，正確に聞くことに重点のある項目であるし，⑧⑨は

主体的に聞くことに重点のある項目である．

　二っには，聞くことを大きく「⑩聞き浸り」（心情的）

と「聞き分け」（思考的）10）に分ける捉え方がある．後者

は，さらに，聞き分ける（論理的），聞き替める（批判的），

聞き合う（相互的），聞き出す（主体的），聞き集める

（情報的）などの力を上げることができる。このような

観点からの基礎学力も考えられる．

　本論中に述べたように，学習指導要領の変遷の最も大

きな変化は，大綱化である．簡単に言うならば，指導要

領の分量が改訂の度に少なくなってきたということであ

る．当然のことながら，国語科もその例外ではない．

　大綱化の背景にあるのは，社会的な要請を受けての指

導内容の精選，厳選である．この流れは，既に限界を超

えていると捉えることもできる．それが，文科省による

指導要領の「最低基準」論である．

　特に，国語科のように，指導事項数と学習内容が必ず

しも一致しない教科では，抜本的な見直しの時期にきて

いると言わざるを得ない．
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Abstract

　　As　fbr　the　elementary　govemncnt　guidelines　fbr　teaching　of　Japanese．the　7th　tine　is　shown　in

Heise　since　the　tentative　plan　fbr　22　years．

　　The　changes　e3iPTeSS　thotlght　of　the　Japanese　of　each　tine．

　　If　a　reverse　view　is　carried　out，　it　is　also　possible　to　see　changes　of　tilOught　of　Japanese　by

considering　changes　of　government　guidelines　for　teaching．

　　Analysis　of　the　grade　target　of　spoken　language　it　as　the　position　occupied　to　the　domain　of

instruction　of　spoken　language　of　each　tine．

　　Now　which　poses　not　only　educationatl　world　l）ut　the　social　problem，　trainingof　basic　academic

ability　examined　the　basic　academic　ability，　and　considered　the　figtlre　which　should　have　govern－

ment　guideline　for　teaching　to　be　the　meaning　of　spoken　languaige．
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